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エスチャイルりんくう保育園新装工事 制限付き競争再度入札要項書 

 

 

１．工事概要 

（１）工 事 名 称  エスチャイルりんくう保育園新装工事 

（２）工 事 場 所 愛知県常滑市りんくう町 2-20-3 イオンモール常滑 1階 

（３）工 事 内 容 常滑市認可保育所新装工事 

（４）建 物 概 要  ①工事種別 内装工事 

②建物用途 イオンモール常滑 1階テナント（保育所） 

③構造規模 RC造 2階建 

④延床面積 762.91㎡（1階対象区画） 

（５）工 期 予 定 工事請負契約締結時～令和 6年 2月 29日 

（６）発 注 者 株式会社エスチャイル 

〒479-0834 愛知県常滑市千代ヶ丘 5-67-7 

（７）設 計 監 理  有限会社デュオデザイン 榊原 裕高  

〒475-0023 愛知県知多市大草字四方田 77-1 有限会社デュオデザイン 

TEL：0569-44-1717 FAX：0569-44-1718 

          MAIL：duod1717@gmail.com 

 

２．入札手続 

（１）入 札 方 法 制限付き競争再度入札 

（２）入 札 日 時 令和 5年 8月 4日（金）午後 4時 00分 

（３）入 札 場 所 イオンモール常滑 2階会議室 常滑市りんくう町 2-20-3イオンモール常滑 

（４）入札保証金 無 

 

３．入札参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者とする。 

（１）形態が単体企業で、建設業の許可を有すること 

（２）本社事務所掲示板および当法人ホームページを確認した者または当法人からの発注工事を元請

として実績があること 

（３）本店又は支店・営業所が常滑市・半田市・知多市・東海市・大府市・武豊町・美浜町・ 

南知多町・阿久比町・東浦町にあること 

（４）当法人の取締役が役員をしている企業及びその企業と親子関係にある企業でないこと 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと 

（６）経営不振の状態（「会社更生法（平成１４年法律第１５４号）」に基づき更生手続開始の申立  

てをした又はされたとき、「民事再生法（平成１１年法律第２２５号）」に基づき再生手続開 

始の申立てをした又はされたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等）にないこと 

 

４．入札参加資格確認申請手続き 

（１）申請書の配布 以下のメールにて入札参加希望の旨ご連絡ください。 

MAIL：k-fumihiro@s-chil.com 

株式会社エスチャイル 担当 小嶋 史裕 

（２）申 請 期 間 令和 5年 7月 18日（火）～令和 5年 7月 24日（月）まで 

※受付時間は、午前 9時から午後 5時まで。但し、土曜日、日曜日、祝祭日を 

除く。 
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（３）申 請 方 法 持参又は書留郵便必着。 

（４）提 出 書 類 ①入札参加資格確認申請書 

②建設業許可証明書の写し 

③会社案内・会社経歴書 

（５）結 果 通 知 全ての申請者に対して書面で入札参加資格の確認結果を通知します。 

※指名業者には仕様書及び入札関係書類一式を配布します。 

（６）提 出 先   〒479-0834 愛知県常滑市千代ヶ丘 5-67-7 

         株式会社エスチャイル 担当 小嶋 史裕 

         電話：080-1600-2622 

 

５．設計図書の提供と質問受付及び回答の方法と時期 

（１）設計図書の提供 令和 5年 7月 25日（火）午後 1時～ 

（２）提 供 場 所  〒475-0023 愛知県知多市大草字四方田 77-1 有限会社デュオデザイン 

（３）質問受付期限 令和 5年 7月 28日（金）午後 2時まで 

（４）質 問 方 法 質疑書（任意書式）作成（質問がない場合は「質問なし」と明記）のう 

え、次のメールアドレスに送付。 

※ E-mail：duod1717@gmail.com 担当 榊原 裕高 

※ 件名を「株式会社エスチャイル質問書」としてください。 

（５）回 答 日 令和 5年 7月 31日（月）午後 2時までに回答。 

（６）回 答 方 法 送信元のメールアドレスに返信。 

 

６．落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。なお、最低価格  

の入札者が同額で２人以上いる場合は、くじ引きで落札者を決定する。 

（２）入札回数は１回とし、再入札は行わない。（不調の場合、入札参加希望者を再募集する。）。 

また、入札にあたっての条件等を変えることは認められないこと。 

（３）入札に参加する者が１者のみの場合は、１回のみ入札を行うものとする。 

 

７．入札に関する注意事項 

（１）代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。 

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する 

額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

（３）入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。 

（４）落札者は入札金額見積内訳書を提出すること。 

（５）次の各事項に該当する入札は無効とする。 

①入札に参加する資格がない者がした入札 

②代理人で委任状を提出しない者がした入札 

③他人の代理を兼ねた者がした入札 

④二以上の入札書を提出した者がした入札 

⑤二以上の者の代理をした者がした入札 

⑥郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

⑦談合その他不正行為があったと認められる入札 
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⑧虚偽の一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札 

⑨入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

⑩次に掲げる入札書による入札 

イ 入札金額を訂正した入札書 

ロ 入札者の押印のない入札書 

ハ その他の記載事項を訂正した場合、その箇所に押印のない入札書 

ニ 押印された印影が明らかでない入札書 

ホ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書 

⑪その他要綱に示す事項に反した者がした入札 

（６）談合に関する情報提供があった場合は、情報提供者及び入札参加者から事情を聴取し、協議 

のうえ、入札の延期又は中止をすることがある。 

 

８．契約手続 

（１）様式契約に関する細目は、民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に準拠する。 

（２）契約保証金の徴収は免除する。 

（３）支払方法は現金振込とし、支払時期（予定）は、次のとおりとする。 

・第１回 工事契約締結後 金額の２０％ 

・第２回 工事進捗５０％達成後 金額の３０％ 

・第３回 工事完成引き渡し後 金額の５０％（ただし、補助金の入金を確認後とする） 

 

９．問合せ先 

（１）担当者氏名 小嶋 史裕 

（２）住  所 〒479-0834 常滑市千代ヶ丘 5-67-7 株式会社エスチャイル 

（３）電 話 番 号 080-1600-2622 

 

１０．その他 

（１）「建設業法（昭和２４年法律第１００号）」及び「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す  

る法律（昭和２２年法律第５４号）」に抵触する行為を行わないこと。 

（２）契約の履行については、発注者及び監理業者の指示に従うとともに、行政等から指導があった   

場合には従うこと。 


